
 

 

 

業が多い一方、年５日取得でき

ていない労働者がいる企業も

多いということです。 

これは、従業員が増えること

で管理が難しくなることを示

しています。管理のためには制

度化が必要ですが、一方で計画

を立てすぎると柔軟な運用が

難しくなり、現場の納得感も得

られにくくなります。制度の運

用方法を見直す際は、こうした

点に留意することが重要です。 

 

◆消滅年休の活用 

また、２年の時効を迎えた年

次有給休暇については、「その

まま消滅」としている企業が

60.0％と多数を占める一方、

「特別休暇等として積み立て

ている」企業は 6.6％にとどま

っています。こうした有効活用

の取組みは、企業の魅力向上に

もつながる可能性があります。 

現在、人手不足や採用難が深

刻化しており、今後は介護離職

による労働力不足も懸念され

ています。対策として、介護な

どの理由で年休を有効活用で

きる制度の導入を検討してみ

てはいかがでしょうか。 

 

 

中小企業の正社員賃上げ

率 4.03％ 実施しない企業

も 二極化傾向に 
～日本商工会議所・東京商

工会議所の調査より 
 

日本商工会議所・東京商

工会議所は６月４日、「中

小企業の賃金改定に関する

調査」集計結果を発表しま

した。全国の会員企業を対

象に調査したもので、2025

年４月 14日から５月 16日

にかけて行い、3,042社から

回答を得ました。 

定期昇給とベースアップ

を合わせた正社員の賃上げ

率が平均で４％を超えまし

たが、一方で、賃上げしな

い企業も全体の２割に及

び、二極化の傾向がみられ

るとしています。 

 

◆賃上げを実施する企業は

全体で約７割、20人以下の

小規模企業で約６割 

2025年度に賃上げを実施

した企業（予定を含む）は

69.6％と、前年より 4.7ポ

イント低下しました。20人

以下の小規模企業では 57.7%

で 5.6ポイント低下してい

ます。 

また、現時点で「未定」

との回答は 23.5％で 3.1ポ

イント上昇。価格転嫁の遅

れや米国関税措置等で先行

き不透明感を懸念する声も

あり、昨年に比べ、「未

定」の回答が増加していま

す。 

 

◆正社員の賃上げ率は

4.03％、昨年比 0.41ポイン

トの増加 

中小企業全体の正社員の賃

上げ額（月給）は、加重平均

で 1万 1,074円と、昨年より

1,412円上回りました。賃上

げ率は 4.03％で、昨年対比

では、0.41ポイント増加し

ています。 

20人以下の小規模企業で

は、賃上げ額（月給）は加重

平均 9,568円、賃上げ率は

3.54％で、昨年より 0.20ポ

イントの増加です。 

 

◆パート・アルバイトの賃上

げ率は 4.21％、昨年比 0.78

ポイントの上昇 

パート・アルバイト等の賃

上げ額（時給）は 46.5円、

賃上げ率は 4.21％で 0.78ポ

イントの増加です。 

一方、20人以下の小規模

企業では、賃上げ額は 37.4

円、賃上げ率は 3.30％で、

昨年より 0.58ポイントの減

少となっています。 

 

賃上げ率は全体では４％を

超えるなど、中小企業も賃上

げに最大限努力しています

が、小規模企業は全体と比較

し賃上げ額・率ともに低位と

なっていることから、より重

点的な支援が求められます。 

 

 

 

制の採用、ウェアラブル

デバイス等の活用や労

働環境内での冷却装置

等により、熱中症の重症

状がある作業者を積極

的に把握するように努

める。 

・重篤化防止措置の準備と周

知：熱中症のおそれがある

労働者を把握した場合に

迅速かつ的確な判断が可

能となるよう、①事業場に

おける緊急連絡網、緊急搬

送先の連絡先および所在

地等、②作業離脱、身体冷

却、医療機関への搬送等熱

中症による重篤化を防止

するために必要な措置の

実施手順の作成および関

係作業者への周知。 

 

これらの措置を怠った場

合、６カ月以下の拘禁刑また

は 50 万円以下の罰金が科さ

れる可能性があります。従業

員の命を守るためにも、また

法令遵守のためにも、今後は

作業環境の見直しや従業員

への教育・訓練の実施がより

一層重要となります。 

 

 

年休取得義務化６年目の

現状 

～厚生労働省「労働時間制

度等に関する実態調査結

果」より 
 
年次有給休暇のうち年５日

の時季指定義務が法定されて

から６年が経過しました。厚

生労働省の調査によると、時

季指定義務の運用方法は次の

ような割合（10 人未満事業所

を除く）になっています。 

① 切替始めに計画年休制

度 に よ り 年 ５ 日 を 指 定 

16.3％ 

② 労働者の意見を聞いた

上で使用者が年５日を指定 

14.2％ 

③ 労働者の取得に委ねて

年 ５ 日 取 得 で き て い る 

62.0％ 

④ 労働者の意見を聞かず

に使用者が年５日を指定 

1.9％ 

⑤ 指定できておらず、年

５ 日 取 得 で き て い な い 

3.4％ 

 

◆制度運用の課題 

企業規模別では、「企業規模

300～499 人」では①が 38.4％

と他の企業規模（10 人未満を

除く）の平均より約３倍も多

くなっている一方、⑤が 9.1％

と約 4 倍も多いことです。つ

まり、300～499 人規模の企業

では年間計画を立てている企

職場での熱中症対策義務

化 

 

◆改正の概要 

近年の猛暑や職場での熱

中症による死傷災害の増加

を受け、職場での熱中症対策

が法的義務として強化され

ています。具体的には、令和

７年６月１日、職場における

熱中症対策の義務化を含む、

改正労働安全衛生規則が施

行されました。 

対象となるのは、「ＷＢＧ

Ｔ（暑さ指数）28℃以上また

は気温 31℃以上の環境で、１

時間以上または１日４時間

を超えての実施」が見込まれ

る作業です。これについて、

熱中症の重篤化を防止する

ため「体制整備」「手順作成」

「関係者への周知」が事業者

に義務付けられました。 

 

◆主な義務内容 

・報告体制の整備と周知：「熱

中症の自覚症状がある作

業者」や「熱中症のおそれ

がある作業者を見つけた

者」がその旨を報告するた

めの体制整備および関係

作業者への周知。 

※報告を受けるだけでな

く、最適温度管理バディ

連絡先：〒675-0027 

兵庫県加古川市尾上町今福 365-1 

電 話：079-440-3614  FAX：079-426-7949 

ｅ－ｍａｉｌ：todajimusyo@hera.eonet.ne.jp 

ＵＲＬ:http://todajimusyo.net/ 
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